
【岡山県】

令和５年    ５４．３千ha 令和17年    約５１．1千ha

・国が示した設定基準に基づき算定

①農用地区域からの除外 △０．７千ha
④農用地区域への編入
　促進

－

⑤荒廃農地の発生防止 +０．２千ha

⑥荒廃農地の解消 +２．２千ha

減少合計③
（①＋②）

△４．４千ha
増加合計⑦

（④＋⑤＋⑥）
+２．４千ha

差し引き⑧
（③＋⑦）

未来法、市街化区域編入、
基礎調査結果による除外等

△１．２千ha

差し引き⑩
（⑧＋⑨）

【参考：国】

令和５年    ３９６．７万ha 令和17年      ３９０万ha

農用地区域への編入促進 +４．６万ha

改正農振法の効果 +０．２万ha

荒廃農地の発生防止 +０．４万ha

荒廃農地の解消 +６．５万ha

差し引き

《注》　ラウンドの関係により数値が合わない場合がある。

△２．０千ha

△６．７万ha

△３．２千ha

県基本方針における面積目標の算定

⇒

これまでのすう勢が今後も継続した場合の令和
17年までの農用地区域内農地の減少

施策効果による令和17年までの農用地区域内
農地の増加

②荒廃農地の発生 △３．７千ha

その他本県において独自に考慮すべき事由⑨

⇒

これまでのすう勢が今後も継続した場合の令和17年までの
農用地区域内農地の減少

施策効果による令和17年までの農用地区域内農地の増
加

荒廃農地の発生 △１０．３万ha

農用地区域からの除外 △８．４万ha

減少合計 △１８．７万ha 増加合計 +１１．７万ha


